
 
 

一

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

及

び

食

品

表

示

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

案

）

 
（

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条

 

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

七

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

十

九

条

の

十

四

の

二

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。

 

（

虚

偽

の

表

示

の

禁

止

）

 

第

十

九

条

の

十

四

の

三

 

飲

食

料

品

の

製

造

業

者

等

は

、

販

売

の

用

に

供

す

る

農

林

物

資

の

う

ち

飲

食

料

品

の

原

産

地

（

原

料

又

は

材

料

の

原

産

地

を

含

む

。

）

そ

の

他

一

般

消

費

者

の

選

択

に

資

す

る

事

項

の

表

示

と

し

て

政

令

で

定

め

る

表

示

に

つ

い

て

、

虚

偽

の

表

示

を

し

て

は

な

ら

な

い

。
 

（

虚

偽

の

表

示

を

し

た

者

に

対

す

る

指

示

等

）

 

第

十

九

条

の

十

四

の

四

 

前

条

の

規

定

に

違

反

し

て

表

示

を

し

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

内

閣

総

理

大

臣

又

は

農

林

水

産

大

臣

は

、

そ

の

者

に

対

し

て

、

当

該

表

示

に

関

し

必

要

な

措

置

を

と

る

べ

き

旨

の

指

示

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

第

十

九

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

命

令

、

第

十

九

条

の

六

第

三

項

に

お

い

て

読

み

替

え

て

準

用

す

る

第

十

九

条

の

二

の

規

定

に



 

二

よ

る

請

求

、

第

十

九

条

の

十

四

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

又

は

第

十

九

条

の

十

六

の

規

定

に

よ

る

処

分

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

２

 

第

十

九

条

の

十

四

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

３

 

第

十

九

条

の

十

四

の

二

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

及

び

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

第

十

九

条

の

十

四

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

第

二

十

条

第

三

項

中

「

第

十

九

条

の

十

三

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

品

質

に

関

す

る

表

示

の

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る

農

林

物

資

」

を

「

農

林

物

資

（

飲

食

料

品

以

外

の

農

林

物

資

の

製

造

業

者

等

に

あ

つ

て

は

、

第

十

九

条

の

十

三

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

品

質

に

関

す

る

表

示

の

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る

も

の

に

限

る

。

）

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

一

条

の

二

第

二

項

中

「

及

び

第

十

九

条

の

十

四

」

を

「

、

第

十

九

条

の

十

四

及

び

第

十

九

条

の

十

四

の

四

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

四

条

第

八

号

中

「

第

十

九

条

の

十

四

第

四

項

」

の

下

に

「

（

第

十

九

条

の

十

四

の

四

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

加

え

る

。

 

（

食

品

表

示

法

の

一

部

改

正

）

 



 
 

三

第

二

条

 

食

品

表

示

法

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

七

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

目

次

中

「

食

品

表

示

基

準

（

第

四

条

・

第

五

条

）

」

を

「

食

品

表

示

基

準

等

（

第

四

条

―

第

六

条

）

」

に

、

「

第

六

条

―

第

十

条

」

を

「

第

七

条

―

第

十

二

条

」

に

、

「

第

十

一

条

・

第

十

二

条

」

を

「

第

十

三

条

・

第

十

四

条

」

に

、

「

第

十

三

条

―

第

十

六

条

」

を

「

第

十

五

条

―

第

十

八

条

」

に

、

「

第

十

七

条

―

第

二

十

三

条

」

を

「

第

十

九

条

―

第

二

十

五

条

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

条

第

一

項

中

「

第

十

一

条

」

を

「

第

十

三

条

」

に

改

め

る

。

 

 
 

「

第

二

章

 

食

品

表

示

基

準

」

を

「

第

二

章

 

食

品

表

示

基

準

等

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

四

条

第

一

項

第

一

号

中

「

第

六

条

第

八

項

及

び

第

十

一

条

」

を

「

第

七

条

第

八

項

及

び

第

十

三

条

」

に

改

め

る

。

 

 
 

第

二

十

三

条

中

「

第

十

条

」

を

「

第

十

二

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

五

条

と

す

る

。

 

 
 

第

二

十

二

条

第

一

項

第

一

号

中

「

第

十

七

条

」

を

「

第

十

九

条

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

第

十

八

条

か

ら

第

二

十

条

ま

で

」

を

「

第

二

十

条

か

ら

第

二

十

二

条

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

四

条

と

す

る

。

 

 
 

第

二

十

一

条

第

一

号

中

「

第

八

条

第

一

項

」

を

「

第

十

条

第

一

項

」

に

、

「

第

九

条

第

一

項

」

を

「

第

十

一

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

第

八

条

第

一

項

」

を

「

第

十

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

三

条

と

す

る

。

 



 

四

 
 

第

二

十

条

中

「

第

六

条

第

五

項

」

を

「

第

七

条

第

五

項

（

第

八

条

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

二

条

と

し

、

第

十

九

条

を

第

二

十

一

条

と

す

る

。

 

 
 

第

十

八

条

中

「

第

六

条

第

八

項

」

を

「

第

七

条

第

八

項

」

に

改

め

、

同

条

を

第

二

十

条

と

す

る

。

 

第

十

七

条

中

「

第

六

条

第

八

項

」

を

「

第

七

条

第

八

項

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

九

条

と

し

、

第

五

章

中

第

十

六

条

を

第

十

八

条

と

し

、

第

十

三

条

か

ら

第

十

五

条

ま

で

を

二

条

ず

つ

繰

り

下

げ

る

。

 

 
 

第

十

二

条

第

一

項

中

「

第

六

条

第

一

項

」

を

「

第

七

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

第

六

条

第

三

項

」

を

「

第

七

条

第

三

項

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

又

は

第

六

条

」

を

「

、

第

七

条

又

は

第

八

条

」

に

改

め

、

第

四

章

中

同

条

を

第

十

四

条

と

し

、

第

十

一

条

を

第

十

三

条

と

す

る

。

 

第

三

章

中

第

十

条

を

第

十

二

条

と

し

、

第

九

条

を

第

十

一

条

と

す

る

。

 

 
 

第

八

条

第

二

項

中

「

第

六

条

第

一

項

」

を

「

第

七

条

第

一

項

」

に

、

「

又

は

同

項

」

を

「

若

し

く

は

同

項

」

に

改

め

、

「

の

遵

守

事

項

」

の

下

に

「

又

は

第

六

条

の

政

令

で

定

め

る

表

示

に

係

る

事

項

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

第

六

条

第

三

項

」

を

「

第

七

条

第

三

項

」

に

、

「

又

は

同

項

」

を

「

若

し

く

は

同

項

」

に

改

め

、

「

の

遵

守

事

項

」

の

下

に

「

又

は

第

六

条

の

政

令

で

定

め

る

表

示

に

係

る

事

項

」

を

加

え

、

同

条

を

第

十

条

と

す

る

。
 



 
 

五

 
 

第

七

条

中

「

前

条

」

を

「

前

二

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

九

条

と

す

る

。

 

 
 

第

六

条

の

見

出

し

を

削

り

、

同

条

を

第

七

条

と

し

、

同

条

の

前

に

見

出

し

と

し

て

「

（

指

示

等

）

」

を

付

し

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

第

八

条

 

第

六

条

の

規

定

に

違

反

し

て

食

品

（

酒

類

を

除

く

。

）

に

関

す

る

表

示

を

し

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

内

閣

総

理

大

臣

又

は

農

林

水

産

大

臣

は

、

そ

の

者

に

対

し

、

当

該

表

示

に

関

し

必

要

な

措

置

を

と

る

べ

き

旨

の

指

示

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

又

は

農

林

物

資

の

規

格

化

等

に

関

す

る

法

律

第

十

九

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

命

令

若

し

く

は

同

法

第

十

九

条

の

六

第

三

項

に

お

い

て

読

み

替

え

て

準

用

す

る

同

法

第

十

九

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

請

求

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

２

 

第

六

条

の

規

定

に

違

反

し

て

酒

類

に

関

す

る

表

示

を

し

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

内

閣

総

理

大

臣

又

は

財

務

大

臣

は

、

そ

の

者

に

対

し

、

当

該

表

示

に

関

し

必

要

な

措

置

を

と

る

べ

き

旨

の

指

示

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

た

だ

し

、

前

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

３

 

前

条

第

二

項

及

び

第

六

項

の

規

定

は

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

に

つ

い

て

、

同

条

第

四

項

及

び

第

七

項

の

規

定

は

前

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

に

つ

い

て

、

同

条

第

五

項

の

規

定

は

前

二

項

の

規

定

に

よ

る

指

示

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

準

用

す



 

六

る

。

 

第

二

章

中

第

五

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 
（

虚

偽

の

表

示

の

禁

止

）

 

第

六

条

 

食

品

関

連

事

業

者

は

、

販

売

の

用

に

供

す

る

食

品

の

原

産

地

（

原

料

又

は

材

料

の

原

産

地

を

含

む

。

）

そ

の

他

消

費

者

の

選

択

に

資

す

る

事

項

の

表

示

と

し

て

政

令

で

定

め

る

表

示

に

つ

い

て

、

虚

偽

の

表

示

を

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

 
 

附

則

第

六

条

中

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

第

十

九

条

の

十

四

の

改

正

規

定

の

次

に

次

の

改

正

規

定

を

加

え

る

。

 

 
 

 

第

十

九

条

の

十

四

の

三

及

び

第

十

九

条

の

十

四

の

四

を

削

る

。

 

 
 

附

則

第

六

条

の

う

ち

、

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

第

二

十

条

第

三

項

の

改

正

規

定

中

「

か

ら

第

三

項

ま

で

」

を

削

り

、

「

に

対

し

」

を

「

」

を

「

農

林

物

資

（

飲

食

料

品

以

外

の

農

林

物

資

の

製

造

業

者

等

に

あ

つ

て

は

、

第

十

九

条

の

十

三

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

品

質

に

関

す

る

表

示

の

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る

も

の

に

限

る

。

）

の

製

造

業

者

等

」

を

「

第

十

九

条

の

十

三

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

品

質

に

関

す

る

表

示

の

基

準

が

定

め

ら

れ

て

い

る

農

林

物

資

の

製

造

業

者

等

」

に

、

「

事

業

者

に

対

し

」

を

「

事

業

者

」

に

改

め

、

同

法

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

及

び

第

二

十

一

条

の



 
 

七

三

の

改

正

規

定

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

、

農

林

物

資

」

を

「

、

飲

食

料

品

以

外

の

農

林

物

資

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

、

第

十

九

条

の

十

四

及

び

第

十

九

条

の

十

四

の

四

」

を

「

及

び

第

十

九

条

の

十

四

」

に

改

め

る

。

 

第

二

十

一

条

の

三

中

「

、

農

林

物

資

」

を

「

、

飲

食

料

品

以

外

の

農

林

物

資

」

に

改

め

る

。

 

附

則

第

六

条

の

う

ち

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

第

二

十

四

条

第

八

号

の

改

正

規

定

中

「

第

十

九

条

の

十

四

第

四

項

」

の

下

に

「

（

第

十

九

条

の

十

四

の

四

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

則

第

八

条

の

う

ち

独

立

行

政

法

人

国

立

健

康

・

栄

養

研

究

所

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

八

十

号

）

第

十

一

条

第

二

項

に

一

号

を

加

え

る

改

正

規

定

中

「

第

八

条

第

一

項

」

を

「

第

十

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 
 

附

則

第

九

条

の

う

ち

独

立

行

政

法

人

農

林

水

産

消

費

安

全

技

術

セ

ン

タ

ー

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

八

十

三

号

）

第

十

条

第

二

項

第

一

号

の

次

に

一

号

を

加

え

る

改

正

規

定

中

「

第

九

条

第

一

項

」

を

「

第

十

一

条

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 
 

附

則

第

十

条

の

う

ち

消

費

者

契

約

法

（

平

成

十

二

年

法

律

第

六

十

一

号

）

第

十

二

条

の

二

第

一

項

の

改

正

規

定

及

び

同

法

第

四

十

三

条

第

二

項

に

一

号

を

加

え

る

改

正

規

定

中

「

第

十

一

条

」

を

「

第

十

三

条

」

に

改

め

る

。

 



 

八

 
 

附

則

第

十

四

条

の

う

ち

消

費

者

庁

及

び

消

費

者

委

員

会

設

置

法

（

平

成

二

十

一

年

法

律

第

四

十

八

号

）

第

四

条

第

十

七

号

の

改

正

規

定

中

「

ま

で

」

」

の

下

に

「

及

び

「

及

び

同

法

第

十

九

条

の

十

四

の

三

に

規

定

す

る

表

示

」

」

を

加

え

る

。

 

 
 

附

則

第

十

五

条

の

う

ち

農

林

水

産

省

設

置

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

九

十

八

号

）

第

四

条

第

五

号

の

改

正

規

定

中

「

及

び

」

を

「

」

を

「

日

本

農

林

規

格

及

び

」

を

「

日

本

農

林

規

格

」

に

改

め

、

「

こ

れ

ら

」

に

」

の

下

に

「

、

「

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

七

十

五

号

）

第

十

九

条

の

十

四

の

三

」

を

「

同

法

第

六

条

」

に

」

を

加

え

る

。

 

附

 

則

 

（

施

行

期

日

）

 

１

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

三

月

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

消

費

者

庁

及

び

消

費

者

委

員

会

設

置

法

の

一

部

改

正

）
 

２

 

消

費

者

庁

及

び

消

費

者

委

員

会

設

置

法

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

四

条

第

十

七

号

中

「

基

準

」

の

下

に

「

及

び

同

法

第

十

九

条

の

十

四

の

三

に

規

定

す

る

表

示

」

を

加

え

る

。

 

（

農

林

水

産

省

設

置

法

の

一

部

改

正

）

 



 
 

九

３
 

農

林

水

産

省

設

置

法

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

四

条

第

五

号

中

「

除

く

。

）

」

の

下

に

「

並

び

に

農

林

物

資

の

規

格

化

及

び

品

質

表

示

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

七

十

五

号

）

第

十

九

条

の

十

四

の

三

に

規

定

す

る

表

示

に

関

す

る

こ

と

」

を

加

え

る

。

 





 
 

一
一

理

 

由

 
飲

食

料

品

の

表

示

に

係

る

事

件

が

発

生

し

て

い

る

近

の

状

況

に

鑑

み

、

販

売

の

用

に

供

す

る

飲

食

料

品

の

原

産

地

等

に

つ

い

て

の

虚

偽

の

表

示

を

禁

止

す

る

等

の

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 


